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朝鮮に漂着した琉球漂流民の送還について

一清代中国の送還システムに見る撫他事例ー

赤嶺守

はじめに

琉球進貢使節の起居および附搭貨物による貿易の拠点として機能していた柔

遠駅(福州琉球館)の所在地である福州から琉球漂着民が送還されるシステム

は、明代から確立しており、清代においても、中国の沿岸に漂着した琉球人漂

着民はすべて福州に護送され、漂着船が航海不能或いは船の規模が小さく航海

が危険だと判断された場合は、現地で変売もしくは焼却された。航海が可能の

場合でも原則として襟流地から直接帰帆することは許されず、船隻は一旦漂着

民と共に福州に移送され、福州から帰国していた。さらにそれ以外にも、安南

や呂宋からも中国を経由して送還される琉球漂着民が送られてくるなど、福州、!

はまさに東アジアにおける琉球人漂着民送還のターミナル的存在であった。そ

うした中国における琉球人漂着民の送還に関わる研究は、これまで多くの研究

者によって『明消史料~W明消梢案~W消代中琉関係梢案選編~W消代中琉関係桔

案続編~ w清代中琉関係樹案三編~ w消代中琉関係柏案四編』や未刊の中央研究

院(台北)収蔵『内閣大庫梢案』や故宮博物院(台北)収蔵『宮中梢~W軍機梢』

及び『歴代宝案~W中山世譜』等を駆使して研究がなされ、その成果が報告され

ている。消代における朝鮮に漂着した琉球漂流民の漂着事例については、以下

のような、朝鮮から自力回航して中国に再漂着した事例や、陸路で福州に護送

された事例、或いは先に中国に漂着し、後に出洋して朝鮮に再漂着した事例等

を確認することができる。

① 国吉等 14人、乾隆 55(1790年)6月に朝鮮圏全線道済1+1に漂着し、

その後自力回航して江蘇省に再漂着、福州から原船で帰国。
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② 米精兼小段仁也等 11人、乾隆 59(1794年)年8月に朝鮮国全羅道済

州に漂着し、その後陸路で福州に護送され接貢船で帰国。

③ 佐久川等 21人、嘉慶 1(1796)年 6月に漸江省温州府に漂着、自力

回航して朝鮮国へ再漂着、さらに自力回航後、江蘇省へ再漂着、福州から

阿波恨船で帰国。

④ 仲村渠等 7人、嘉慶2(1797)年悶 6月に朝鮮圏全羅道済州に漂着し、

その後自力回航して江蘇省へ再漂着、福州から上原船で帰国。

⑤ 翁世;撞等 98人、嘉慶 11(1806)年 10月に福建省福箪府に漂着し、

その後自力回航して朝鮮国へ再潔着、さらに自力回航し壱岐に漂着、原船

で帰国。

⑥ 米喜阜等 6人、道光 1(1821)年 5月に朝鮮国全羅道済州|に漂着し、

その後陸路で福州に護送され護送船で帰国。

⑦ 大城筑登之等3人、道光6年 (1826)年5月に朝鮮圏全羅道興陽県に

漂着し、その後陵路で福州に護送され宮平船・秋士傑船で帰国。

③ 永仁屋等 8人、道光 11(1831)年 6月に朝鮮国黒山島に潔着し、そ

の後自力回航して江蘇省へ再漂着、護送船で帰国。

⑨ 浦嘉等 3人、道光 11(1831)年 7月に朝鮮国全羅道済州に漂着し、

その後陸路で福州lこ護送され嘉数船で帰国。

⑩ 仲大城等 4人、道光 12(1832)年 7月朝鮮国全羅道済州に漂着し、

その後陸路で福州に護送され豊里筑登之親雲上船で帰国。

⑪ 宝案波連等 9人、道光 26(1846)年 6月に朝鮮国全羅道珍島に漂着

し、その後自力回航して江蘇省准安府へ再漂着、さらに帰途、江蘇省塩城

県へ再漂着、福州に護送され接貢船・比嘉船・托梅船で帰国。

⑫ 寛仲地等6人、威豊 10(1860)年6月に朝鮮国全線道済州に漂着し、

その後陸路で福州に護送され接貢船で帰国。

本稿では、朝鮮に漂着した琉球漂流民の護送や自力回航がどのようになされ、

また自力回航後、中国に襟着或いは再漂着した漂着民に対して、漂着民送還シ

ステムの中で、どのような送還措置がとられたのかを検討する。
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中国における各撫他事例

1.国吉等14人(西村・泊村人)の事例(乾隆55年<1790>、自

力回航)

国吉等 14人は乾隆 55(1790)年 6月に朝鮮済州島に漂着後、自力回航し、

9月に江蘇省に再漂着、原船にて帰国している。

『李朝実録』によると、正祖 14(1790)年6月27日、国吉等 14人が済州

島貴日浦に漂着し、 7月 20日に済州牧使の李結模により国吉等の漂着の経緯

が報じられると、国王は衣食の給発を命じ、海路での自力団航をする際には事

後報告するよう回諭している1。自力回航後、中国江蘇省に再襟着した際に、朝

鮮への漂着については報告していない。

江蘇巡撫覚羅長麟の奏招(乾隆55年 12月28日)によると、国吉・多嘉良

等(那覇府西村泊村)14人は、乾隆 55年5月24日に那覇府から宮古に向け

て出港している。その後、年貢の粟米356包を積み、 6月9日に宮古島を出航

し、途中 11日に大風に遭い大錨綻 2個を失い大蓬を吹き破られ、さらに大植

を折られ、 9月2日に江蘇省通州東七甲港に漂着している。船中に公文2通が

残されており、中には積載する米包の数や雑物など、そして水手の年齢などが

記されていた。国吉・多嘉良等は原船での帰国を望んでいたことから、彼らを

まず蘇州に護送し、原、船は鎖洋劉河口に移し停泊させ、漂流民は福州|に護送し

福州から帰国させることが慣例化していたことから、米粟などの確認を済ませ

た後に、漂流者を搭乗させ福州に移送するとしている。 2

福建巡撫浦課の奏摺(乾隆56年 10月22日)によると、砕饗3包大米6包

は船内での食料とし、江蘇省で船の修理を済ませた後、国吉等は護送され9月

8日に福州に至り柔遠駅にて安頓している。 3

江蘇省では船中に公文2通が残されていたとしているが、『歴代宝案』に収

1 (W李朝実録』、正祖 14(1790)年7月戊成(小林茂・松原孝俊・六反田監 f朝鮮から

琉球へ、琉球から朝鮮への漂流年表J< W歴代宝案研究』第9号、沖縄県教育委員会、

1998年>参照。以下、朝鮮史料の出典は同論文を参照)

2 W清代中琉関係、梢案選編』中国第一歴史梢案館、 1993年、 p.218
3 向上書、 p.229
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録されている福建布政使司から琉球国王宛の杏文(乾隆 57年 3月 1日)によ

ると、船には牌照(王府が発給した船手形)はなかったとしづ。江蘇省で衣服

や口糧などを与えられていたことから福州での加賞(撫他品の給与)は行わず、

柔遠駅に到着した日から毎日米 1升・塩菜銀 6厘を与え、その経費は乾隆 56

年度の存公銀で処理されている。また原船で帰国することから、帰国に際して

は進貢船から 2人の水梢を選び出し引導駕回することとし、粟米 356包の内、

湿りカピが生えた 156包を除いた 200包を持ち帰るとしている。国吉等の船に

は、同じく江蘇省に漂着し護送されてきた首間等 27人を便乗させ、国吉等は乾

隆56年 12月29日、賞問等は翌57年 1月27日に離駅登舟させるとしている。

4 

2.米精兼↑段仁也等11人(J¥霊山川の事例(乾隆59年<1794>、

陸路諮差)

米精兼小段仁也等 11人は、乾隆 59(1794)年8月に朝鮮国全羅道済州大静

県加波島に漂着し、陸路で福州|へ護送され、接貢船で帰国している。

『李朝実録』によると、米精兼小段仁也等 11人は正祖 18(1794)年 7月

11日、与那国島へ向けて出港したが、風に遭って漂流o 漂流の問に、飢えで行

也 (25才)謹当 (54才)古当月 (31才)如行 (38才)古当也 (46才)渚月

(29才)寿 (45才)の 7人が死亡。全羅道霊巌郡梨津に漂着後、三也之 (41

才)が病死し、生存者は船頭米精兼小段仁也 (28)および兼 (47才)真勢 (26

才)の 3人のみとなった。米精兼小段仁也等は陸路で福，1+1に往き本国に帰るこ

とを願っていたことら、節使に託して送還することとしたとしづ。 5

陸路での護送について、 12月9日付の鳳風城城守尉宗室の英齢からの呈(報

告)を受けた盛京将軍琳寧等の奏摺(乾隆 59年 12月 12日)によると、朝鮮

国辺界陪臣が米精兼小段仁也等が陸路による福州行きを望んでいるとして護送

してきたが、絢問しても言葉が通ぜず、紙を渡しての筆談もままならなかった

としザ。そこでは服装も粗末で寒さに堪えらなかったことから、暖をとれる厚

4 W歴代宝案』第 7冊(校訂本)、沖縄県立図書館史料編集室、 1994年、 p.116

5 W李朝実録』正祖 18年 (1794)9月乙来
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手の衣服を製給し、飲食・宿泊の世話をする救済措置を施している。また米精

兼小段仁也等は福州行きを望んでいたことから、 11日には官吏に託して護送を

おこない、礼部に連絡すると同時に直省各省の総督巡撫にも福建への途次護送

を通知するとしている。 6

福建巡撫浦諜の奏摺(乾隆60年 3月29日)によると、事前に米精兼小段仁

也等 3人の護送に関する杏文が盛京将軍等街門から届いている。米精兼小段仁

也等は乾隆60年閏 2月 15日に福州、|に到着したことから、柔連駅に安頓させ、

福建での訊問では、米精兼小段仁也等の朝鮮への漂着時期は8月 17日とし、漂

着の際に船が沈み 7人が溺死したとし、う。米精兼小段仁也等は接貢船に附搭し

て帰国している。 7

3.佐久川等 21人(泊村人)の事例(嘉慶元年<1796>、自

力回航)

佐久川等 21人は、嘉慶 1年 (1796)八重山から沖縄本島への帰途、漂流し

て中国に漂着している。その後福州に送られ、原船での帰途、朝鮮に漂着し自

力回航するが、さらに中国に再襟着して阿波根船で帰国している。

佐久川等21人の漂流から送還の経緯について、『中山世譜』には以下のよう

に記されている。

丙辰年(嘉慶 1年/1796)6月 15日、泊村の佐久川の五反帆馬艦船に 21

名が乗り込み、年貢を八重山から運ぶ途中に潔流、名の知れない洋面(漸

江省温州府)で 60余人の海賊が銅砲を放ち銃鎗を打ち船に乗り込み、翁

長 1名が海に落ち死亡、桃林寺の幼童が連れ去られた。日成は替や衣服・貨

物等を略奪したが、白米と水を与え内港に入るよう言い残し去って行った。

漂着した地域の官府では安南の海賊と間違われ、縛られてその夜の内に楽

消県に護送された。逆風に遭い漂流した事情を訴えても、奈何せん替を奪

われ髪もほどけ、海賊の疑いがはれずに処刑されそうなる。福州|の琉球通

6 W消代中琉関係梢案選編』、 p.266・267
7向上書、 p.269・270
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事を呼び寄せての確認を懇願し、福州から阿口通事が派遣され琉球人であ

ることが分かると、撫他品が与えられた。山餓波が死亡し、現地で埋葬さ

れ、その余の者はみな福州、|に護送された。その後海賊は捕獲され、ただち

に斬罪となり、連れ去られた幼童も無事保護され福州に送られてきた。福

州で船を修理し勤学(留学生)の毛修仁が通事として乗船し、福州を出航

したが、海上で暴風に遭い、貨物を海に投げ捨て漂流し朝鮮国に至った。

そこで食料や衣服を給与され自力回航し、さらに江南省大倉1'1'1崇明県に漂

着した。その後松江府上海県におくられ、そこで詰医仲間の従者の池聞が

病死し現地で埋葬された。船が損壊していたことから変売(売却)し、そ

の代金が支払われた後、福州に護送された。帰国は阿波根船で通事は毛修

仁で‘あった。 8

最初の温州府への漂着の経緯について、漸江巡撫玉徳の奏招(嘉慶元年9月

7日)では、温州府知府の穆通阿の報告を受け漂着について知らされているが、

それによると、 1人漢字の書ける得氏仲間がおり、その書写により、 6月15日

に八重山を出航した船は、 17日に名の知れない洋面に至り、暴風で檎舵を折ら

れ損壊して漂流、真牛 1名が落水して死亡し、残りの者は 29日に浦岐地方に

漂着したとしている。得氏仲間は温州府洋面で海賊に襲われたことを報告せず、

海賊に連れ去られた幼童については、救助を求め杉板船で出て漂没したとして

いる。報告を受けた巡撫玉徳は急ぎ船を修復し、兵役を出して福州lこ護送する

よう指示を出している。 9

福建への誕送について、護福建巡撫銚築の奏摺(嘉慶 2年 1月 13日)によ

ると、佐久川等(習惟懐)らは嘉慶 1年 12月13に福州、防柔遠駅に到着し、そ

の日から毎日米 1升・塩菜銀6厘を与え、帰国の際には行組一ヶ月を給与する

としている。また海賊に連れ去られた幼童の仁黄が救助され福州、|に送られてき

たことを報告している。 10

8 ~中山世措』巻 10、琉球史料殺害第 4 巻、 pp.177・178

9 Wi育代琉球史料提編 宮中梢昧此奏抱(上u国立故宮博物院、 2015年、 p.169
10向上書、 p192
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4.仲村渠等7人(東村人)の事例(嘉慶2年<1797>、自力

回航)

仲村渠等 7人は、嘉慶2(1797年)閏 6月に朝鮮国全羅道済州に漂着し、そ

の後自力回航して江蘇省へ再漂着、福~'Hから上原船で帰国している。

『日省録』によると、正祖21年 (1797)閏6月 19日に大静県日果里西林に

異国船が漂着したとの報告があり、すぐに兼中軍と漢学韓型彦と倭学洪得栄等

が現地に派遣されている。乗組員は舵取りの大城筑登之 (42才)水夫仲村渠仁

屋 (28才)比嘉 (42才)島袋 (29才)稲福 (32才)安次嶺 (28才)金城 (35

才)であった。仲村渠等7人は福州への陸路護送を願わず、 11慎風を待って水路

での帰国を要望したことから、撫他後、水路で帰国させるとある。 11

漂流・撫他及び送還の経緯について、福建巡撫託志伊の奏摺(嘉慶2年 11月

25日)によると、琉球国東村人の仲村渠等 7名は、嘉慶2(1797)年6月6日

に那覇府を開船し本国古島に往き、貢米を積載し帰途暴風に遭い漂流し、宝山

県地方に漂着し(中略)、船隻貨物を変売し、官吏に託して福州に護送し、(中

略)嘉慶2年 11月4日に福建に至り、 5日に柔遠駅に安頓している。柔遠駅に

到着した日から毎日米 1升・塩菜銀6厘を与え 帰国の際には行糧一ヶ月を給

発するとしている。 12中国側に朝鮮からの自力回航は伝えていない。江蘇省に

おける変売については、江蘇巡撫康基回の奏摺(嘉慶二年 9月 11日)による

と、その変売価格は303両であった。 13

5.佐久間親方<<翁世短>首里府人)等 78人の事例(嘉慶

11年<1806>、自力団航)

年頭慶賀や若殿様元服・重出銀米の謝礼など隠摩への琉球主府の使者であっ

た佐久間親方盛寧(翁世燈)が公務を終え、 10月24日に山川港を出航し途中

暴風に遭い、中国に漂着している。原船での帰途、朝鮮に再漂着し、朝鮮から

11 W日:省録』正祖丁巳年 (1797)悶6月7日

12 W消代琉球史料提編宮中桔昧此奏摺(上u、pp.220・221
13 W消代中琉関係桔案選編』、 p.296
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自力回航後に壱岐に漂着し、その後閲 6月 28日に薩州に至り、 11月 11日に

山川港を出航した後、再び暴風に遭い、国頭郡伊地村洋面に漂着している。漂

着の際、 47人が無事上陸したが、佐久間親方盛寧(翁世燥)を含む 51人は溺

死している。 14

福建への漂着及び撫他について、福建巡撫張師誠の奏摺(嘉慶 11年 12月28

日)によると、翁世燈は首里府の巡見官で史官やその眼伴及び水手等 78名を

引き連れ、各島の巡視のため、去年 1月 10日に那覇港を出航し大島に至り海

菜(昆布)等の物を積載し、 10月 24日に開船して沖縄本島にもどる際に、 28

日逆風に遭い、 11月 6日に福建省のd峰火門洋面に漂着している。その後、兵船

に護送され福州に至り 12月 1日に柔遠駅に到着。翁世燥等は直接福建に漂着

し他省で・の撫他品の賞給がなかったことから、加賀(布・綿・酒・肉・灰麺等)

が行われ、また柔遠釈に到着した日から毎日米 1升・塩莱銀6厘を与えている。

帰国の際には行組一ヶ月を発給し、進貢船の福建に至るのを待って進貢船と共

に帰国させるとしている。 15

翁世;瞳らが持ち込んだ海莱等の物品に対しては、闘漸総督兼署闘海関印務の

阿林保の奏摺(嘉慶 12年 3月 7日)によると、前例に準じて徴税額51両 1分

3屈の免税措置を取ることが報告されている。 16

朝鮮への潔荷について、『日省録』収録の済州牧使韓鼎運の馳啓によると、純

祖 7年 (1807)7月 11日、済什|島雄義県牛島に漂着した船舶から小舟に乗っ

た琉球国人6人が漕ぎ出てきて、筆談によると、彼らは琉球国巡検官と史官の

一行で、原船の乗船者は 99名、その内 4名は女性であった。供述によると、

彼らは乙丑年 (1805)正月 12日、那覇を出航し 2月 3日に大島に至り、翌年

(1806) 10月 24日、大島を出航した翌日に台風に遭い、漂流。 11月 6日に福

建省福寧府に漂着し、丁卯 (1807)6月27日、五虎門を出航、西南風に遭い、

さらに漂流。同年 7月 10日、済州島牛島に漂着したとし、う。 17

14 W中山世譜』巻 11、pp.197・198、『中山世譜』附巻5、p.83-84
15 W消代中琉関係梢案選編』、 p370
16向上書、 p.371
17 W日省録』純組丁卯年<1807>8月 10・11日
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6. 米喜阜 6人(大島東間切油井村人)の事例(道光 1年

< 1821>、陸路護送)

道光 1年 (1821)5月に米喜阜 6人が朝鮮圏全羅道済州|に漂着し、その後、

縞州に護送され護送船にて帰国している。

朝鮮への漂着について、『同文集考』によると、琉球国大島坐打村の人、米喜

負・ 1青寿・位恵・徳宮 .i甫貞吟・池常ら 6人は、道光 1年 (1821)5月 2日に

大島大山沿辺の珍月村に往き、木材を梢んでの帰途、大風にあって漂流し、 5月

20日に全羅道済州牧健入浦前洋に漂着している。済州兼中軍金応福・訳学韓錫

路らの事情聴取によると、船が損傷し帰路もわからないので、陸路により中国

を経由して帰国することを願ったとしづ。船と木材は彼らの要望により焼却。

衣栂を給発され、北京に赴く憲書粛杏官の李宜直ら一行に託され、 8月 27日、

平安道順安県に到着後、池常が病死し、同地に埋葬されている。その後、鳳風

城、盛京(沈陽)を経て北京に向かっている。 18

朝鮮からの送還と撫他について 鳳鳳城城守尉宗室の常齢からの呈(報告)

を受けた盛京将軍松篠等は、以下のように上奏(道光 1年 9月25日)してい

る。

米喜阜等6人は道光 1年 5月2日に大山珍月村に行き、雑木などを船に積

み込んで帰る途中、洋上暴風に遭い、朝鮮国全羅道済州牧健入浦に漂着し

ている。船隻が損壊したことから海洋での航海を恐れ、陸路での帰国を望

み、護送途中 8月 27日に池常が病死し、 5人は領憲番陪臣に連れられ胤風

城に至っている。訊問しても言葉が通ぜず、紙を渡しての筆談もままなら

ない。服装が組末で寒さに堪えらなかったことから、暖をとれる厚手の衣

服を製給し、飲食・宿泊の世話をする救済措置を施した。陸路での福州行

きを望んでいることから、 9月 25日には護送役人による陸路護送おこな

い、礼部に経緯を報告すると同時に、直省各省の総督巡撫にも福建への漂

流者の撫他護送について通知する。 19

18 W同文葉考』原統、深民上国人、 31・32T

19 Wif，f代中琉関係梢案選編』、 p.546
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福建での撫他について、福建巡撫顔検の奏摺(道光 2年 1月29日)による

と、盛京将軍等街門より衣履羊酒等を賞給され、その後福州に護送され、道光

2年 1月 13日に福建に至り柔遠駅に安頓している。盛京で衣糧などの撫他品

の賞給があったことから、福建では加賞をおこなわず、柔遠駅に到着した日か

ら毎日米 1升・塩莱銀6厘を給発し、帰国の際には行糧一ヶ月を給与するとし

ている。 20

7.大城筑登之等3人(那覇府人)の事例(道光6年<1826>、

陸路護送)

大城筑登之等3人は道光6年 (1826)5月に朝鮮国全羅道興陽県に漂着、陸

路で福州に護送され、宮平船・秋士傑船にて帰国している。

朝鮮への漂着と撫他について、『備辺司勝本録』によると、丙成年 (1826)6 

月 16日、備辺司が、全羅道興陽県蛇渡津掌内の外羅老島に漂着した琉球国人 3

人に関する全羅道観察使曹鳳振の状啓(報告)を受けて、琉球国人漂着の陸路

による送還については、甲寅年 (1794)・庚辰年 (1820)にも例があることか

ら、漂着者の願い通りに陸路での送還を許し、衣糧の給発を行い、さらに送還

については懇書杏官に託すといったことを具申し、国王の裁可を得ている。同

年8月6日にも、備辺司は具申を行い、興陽県蛇渡津掌内の外羅老島に漂着し

た琉球国人 3人は、漢城の弘済院に収容した後、帰国を急いでいたことから、

早急に出発させることを競い、国王の裁可を得ている。 21 また『同文奨考』に

よると、漂着者は領時窟帯厨杏官の洪若字に託されて送還されたとし、う。 22

朝鮮への潔着と中国における撫他の経緯について、福建巡撫緯克均の奏摺(道

光7年 3月 15日)によると、琉球国那覇府人の大城筑登之・蒲戸比嘉等は、

道光 6年4月 19日に牛照屋を舵工として震い、山原地方に往き山柴を積み込

み、 5月 18日に風に迎い船が損懐したことから、山柴を海中に投棄し、 29日

に朝鮮国全羅道興陽羅老島に潔着している。朝鮮で飯食衣服を給与され、陸路

加 『消代中琉関係桔案選編』、 p.554
21 W備辺司勝本録』、純祖丙成年<1826>6月 16日、 8月6日

22 W同文紫考』原続、深民上国人、 37・38丁
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での護送中、牛照屋が病故し、大城筑登之・浦戸比嘉等 2人は 9月 20日に盛

京に至り衣履等を賞給されている。福建には道光 7年 1月6日に到着し柔遠駅

にて安頓。盛京で衣槌など撫他品が賞給されていたことから、福建では加賞は

行わず、柔遠駅に到着した日から毎日米 1升・塩菜銀6厘を与え、帰国の際に

は行栂一ヶ月を発給するとしている。また福建での調書と朝鮮での大城筑登之

らの供述には多くの相違が見られるので、それを更正(訂正)して消冊に綴り

部(礼部・戸部)に通知する外、上奏報告するとしている。 23

8.前泊・永仁屋等8人(宮古島人)の事例(道光11<1831>、

自力回航)

前泊・永仁屋等8人は道光 11(1831) 6月 30日朝鮮国黒山島に漂着、その

後、自力回航し、 7月に江蘇省宝山県に再漂着、護送船にて帰国している。

永任屋等8人の事例については、対応するi矧鮮側史料の存在が確認されてい

ないが、彼らの江蘇省への漂着・撫他の経緯.について、福建巡撫臣貌元娘の奏

摺(道光 12年 1月 10日)では以下のように記している。

福州府海防同知黄賀中の訳訊(供述調書)によると、琉球国宮古島人難夷

前泊・永仁屋等 8人は、道光 11年 6月 14日に多良間島に往き糧米を積

み、帰途、洋上で風に遭い検窪を損壊し 6月 30日に朝鮮黒山島に漂着し

ている。 8月3日に向島から自力回航したが、海道を知らず漂流して 17日

に営船に救助され、江蘇省宝山県呉枇海口に入り停泊している。牌照(船

手形)はもっていなかった。江蘇省では、布・棉抱・鮭・機・銀両が賞給

され、積載していた米穀雑物は館舎に移され、原船並びに船内に食料とし

て残されてし寸d長殺と共に変売(売却)し、 34両が宝山県で渡されている。 24

その後、 9月 22日に永仁屋等8人は陸路で護送され、 11月 20日に福建に到

着し柔遠駅に安頓している。仲宗根と砂川が 12月 15日と 22日に相次いで病

23 wm代中琉関係柏案選繍』、 pp.639-640

24 W消代中琉関係梢案選編』、 p.698
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故したことから、現地で埋葬されている。前泊・永仁屋らは江蘇省で撫他品を

賞給されていたことから、福建では加賞を行わず、柔述駅に到着した 11月20

日から毎日米 1升・塩菜銀6厘を与え、帰国の際には行糠一ヶ月を給発すると

している。さらに原船は江蘇省で変売していたことから貢船に搭乗して帰国さ

せることとし、また、福建での調書と江蘇省における筆談での供述には相違が

みられることから、福州で訊問し更正(訂正)した内容を上奏している。 25

9.浦嘉等3人(那覇府泊村等人)の事例(道光 11年<1831>、

陸路護送)

浦嘉等 3人は、道光 11年 (1831)7月に朝鮮国全羅道済州lこ漂着し、その

後福州に陸路で護送され嘉数船で帰国している。

『備辺司勝本録』によると、辛卯年 (1831)7月25日、備辺司は、琉球国那

覇府泊村の人3人が材木の伐採のために山栗島に向かう途中、風にあって漂流

し、全羅道大静県(済州島内)犯川浦に漂着したとの全羅道観察使朴永元・済

州牧使李礼廷の状啓(報告)を受け、琉球国人漂着者の陸路送還は甲寅年

(1794)・庚辰年 (1820)・丙成年 (1826)にも例があるので、漂着者の原品、通

りに陸路での送還を許し、衣糧を給与し、送還にあたっては憲書杏官に託すこ

となどを請い、国王の裁可を得ている。さらに 9月 27日、備辺司は済州牧大

静県犯川浦に漂着した琉球国人3人は、漢城の弘済院に収容した後に、備辺司

の郎庁と訳官が問情(訊問)し、帰国を急いでいたことから、早急の対応をと

ることを請い、国王の裁可を得ている。 26 W同文挺考』では、船は彼らの願い

により焼却し、節使一行に託して送還するとしている。 27

朝鮮からの護送と撫他・送還について、奇明保郡順安普保烏爾(盛京将軍ヵ)

の奏摺(道光 11年 12月8日)には以下のような内容が記されている。

朝鮮国辺界陪臣の報告を受けた 11月30日の鳳風城城守尉宗室澗普通郡か

26 向上

26 W備辺司謄本録』純祖辛卯年<1831>7月25日、 9月25目、 9月 27日

27 W同文葉考』原続、深民上国人、 44・45丁
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らの呈(報告)によれば、浦嘉男占屋知玉等 3名は那繍府治(泊)村人で、

本年 6月 18日に山粟島に往き柴薪を積み込み、洋上で暴風に遭い朝鮮国

全羅道済州牧大静県犯川浦地方に漂着している。船隻が損壊していたこと

から海洋での航海を恐れ陸路での帰国を望み、 3名は朝鮮国の使臣に託さ

れて鳳凪城至っている。訊問しても言葉が通ぜず、紙を渡して筆談しでも

詳細は把握することはできなかった。 RF1も組末なもので寒冷に堪えうるも

のではなかった。道光6年には琉球国夷民大成筑登之等2名が陸路による

帰国を望み福建に護送した案例がある。今回の琉球国道風夷民浦嘉男占屋知

玉等3名についても、同様に飲食・宿泊の救済措置を講じ、暖をとれる厚

手の衣服を製給し、海洋の風協を恐れ陸路での帰国を望んでいることから、

前例に照らして 12月 9日に官吏に託して福建に護送することにする。沿

途の地方官に皇上の柔遠の思し召しに添うよう適切に撫他護送を行うよ

う命じ、また礼部に報告し、沿途の総督巡撫にも撫他護送について杏文で

通知することとする。 28

福建への護送・撫他の経緯について、福建巡撫臣貌元娘の奏摺(道光 12年4

月 21日)によると、難夷渡慶次(浦嘉)は琉球国那覇府若狭町人水手、知念

(知玉)は泊村即ち治村人、照屋(勃屋)は北山府恩納郡人で、 3人は盛京将

軍等術門の撫他を受け、 11月 30日に盛京より陸路護送され、道光 12年 3月

21日に福建に至り柔遠駅にて安頓している。柔連駅に到着した日から毎日米 1

升・塩莱銀6厘を給与し帰国の際には行櫛一ヶ月を与えるとし、経費は存公銀

で処理されている。昨年漸江省に漂着した嘉数船が福建に移送されて来ている

ことから、 3人はそれに搭乗し帰国させることとし、なお、盛京における筆談

での供述については間違いがあったことから、福州で訊問し更正(訂正)した

内容を上奏している。 29

28 Wi宵代中琉関係、桔案選編』、 p.697
29 向上書、 pp.701・702
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10.仲大城等4人(那覇府東村人)の事例(道光 12年<1832>、

陸路寵差)

仲大城等4人は、道光 12年 (1832)年7月に朝鮮国全羅道済州、|に漂着、そ

の後、福什|に護送され豊里筑登之親雲上船で帰国している。

『備辺司勝本録』によると、壬辰年<1832>9月 24日、琉球国那覇府東村

人4人が材木を購入するため山栗島に向かう途中、大風にあって漂流し、途中、

1人が溺死、 1人が病死して、残り 2人が全羅道大静県(済州島内)稿達浦に

漂着したとの全羅道観察使李套鉱・済州牧使韓応浩の状啓(報告)を受け、備

辺司は琉球国人潔着者の陸路送還は前例があり、深着者の願し、通りに陸路での

送還を許し、衣糧を給与し、送還にあたっては憲書杏官に託すことなどを請い、

国王の裁可を得ている。 10月 11日には、備辺司から、まもなく漢城に到着す

る旨、国王に報告がなされ、 10月 13日には、さらに備辺司から、済州牧大静

県稿達浦に漂着した琉球国人 2人は、漢城弘済院に収容した後に備辺司の郎庁

と訳官が問情(訊問)したところ、帰国を急いでいたことから早急の対応をと

ることを請い、国王の裁可を得ている。 30W日省録』では、船は損壊していたの

で、漂着者の願し、により焼却するとしている。 31

漂着民の朝鮮からの護送と撫他にについて、実韻等(盛京将軍ヵ)の奏宿(道

光 12年 12月 11日)には以下のような内容が記されている。

朝鮮国辺界陪臣の報告を受けた 11月 30日の鳳風城城守尉からの呈(報

告)によれば、琉球国民人仲大成島比嘉の 2名は那覇府東村人で、本年 7

月 2日に白米 10包を積il批し山粟島に往き柴薪に換え、洋上で暴風に遭い

朝鮮回全羅道済州大静県楠達浦地方に漂着している。船隻が損壊していた

ことから海洋での航海を恐れ陸路での帰国を望み、 3名は朝鮮国の使臣に

託されて鳳風城至っている。前問しても言葉が通ぜず、紙を渡して筆談し

ても詳細は把握することはできなかった。服は粗末なもので寒冷に堪えう

るものではなかった。道光 11年には琉球国夷民浦嘉等 3名が陸路による

30 W備辺司勝本録』純祖壬辰年く1832>)9月24日、 10月11日、 10月13日

31 W日:省録』、純祖壬辰年<1832>9月11日、 9月24日
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帰国を望み福建に護送した案例がある。今回の琉球回避風夷民仲大成島比

嘉の 2名についても、同様に飲食・宿泊の救済措置を講じ、暖をとれる厚

手の衣服を製給し、海洋の風協を恐れ陸路での帰国を望んでいることから、

前例に照らして 12月 12日に官吏に託して福建に護送することにする。沿

途の地方官に皇上の柔遠する思し召しに添うよう適切に撫他護送を行う

よう命じ、また礼部に報告し、沿途の総督巡撫にも撫他護送について杏文

で通知することにする。 32

福建への護送・撫他の経緯について、福建巡撫臣貌元娘の奏摺(道光 13年5

月 19日)によると、琉球団那覇府東村人の難夷仲大成島比嘉 2名は、同村の

小波鮫・宮城等計4人で小船一隻に乗り込み、道光 12年 (1832)年7月2日

に白米を積載し山粟島に往き柴薪に換え、洋上で暴風に遭い朝鮮国に漂着して

いる。小波鮫・宮城の 2人が病故したことから、現地で埋葬し、その後、仲大

成島比嘉2名は鳳鳳城に至り、北京に護送され四駅館に安頓している。そこで

飯食衣服が賞給され、琉球使臣に託して帯回させ、道光 13年4月20日に福建

に到着している。仲大成島比嘉2名はすでに礼部から衣服が賞給されていたこ

とから、福建省では加賞をせず、柔遠駅に到着した日から毎日米 1升・塩菜銀

6厘を給与し、帰国の際には行糧一ヶ月を与え、経費は存公銀で処理するとし

ている。牌照(船手形)は携帯していなかった。 33

11.宝案波連等9名(久米村人)の事例(道光26年<1846>、

自力回航)

宝案波連等は道光 26(1846)年 6月に朝鮮に漂着し、自力回航して江蘇省

阜寧県に漂着し、帰途さらに江蘇省塩城県に再漂着し接貢船・那覇船・名誕船

で帰国している。

『日省銀』によると、憲宗丙午年 (1846)6月 14日、全線右水使申従翼によ

り、 6月4日に珍島加馬仇味に漂着者治旬、ることが報告されている。彼らは、

32 W清代中琉関係、梢案選編』、 p.714
33向上書、 pp.718-719
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琉球国那覇府内東村人 9名で、 3月 15日に貢米 300俵を積載し、 5月8日に

那覇に向かい出航したが、 5月 18日に漂流し、 6月4日に珍島に漂着したとい

う。水路での自力団航を野晶、許可されている。 34

宝案波連等9人の襟着・送還の経緯について、福建等処承宣布政使司から琉

球国王宛の杏文に収録されている福建巡撫の奏摺(道光 27年 7月 24日)に

は、以下のように記されている。

琉球国那覇府人の宝安波連9人は、太平山(宮古島)で小米 480包を積ん

で帰途、閏 5月21日の夜、暴風に遭い、小米を海中に投棄し漂流し、 8月

26日に江蘇省阜寧県に漂着している。官員から羊皮・衣・桶・布・綿襖・

銅銭を与えられ、 11月27日に現地から自力回航し、また狂風に遭い、挽

舵を折られ、船は損漏して 12月 3日に江蘇省担城県洋面に再漂着してい

る。船は営船に牽引され斗龍港に入札照屋が躍病したため、島袋ら 2人

が看病のため船に残り、他の6人は塩城県に護送され公所に安頓し、糧食

を供給された。その後、照屋が快方に向かったため、同じく公所に送られ

てきた。原船は損傷がひどく、積載していた小舟と共に 50両 2銭で変売

した。道光 27年 2月 21日に護送の官吏と共に出発し、 24日に山陽県に

至り、照屋が病故したため棺があてがわれた。 3月3日に蘇州府に至り糧

食・鮭・機が賞給され、 4月25日に護送の官吏と共に出発し、経過する各

省で食料・人夫・船を発給し、 6月7日に福建に至り柔遠駅に安頓してい

る。柔遠駅に到着した日から毎日米 1升・塩菜銀6厘を給与し、帰国の際

には行糧一ヶ月を与え、経費は存公銀で処理し、接貢船に乗船して帰国さ

せることとする。宝安波連らはすでに江蘇省で数度衣服・銭文を賞給され

ていることから福建省では加賞を行わない。なお、江蘇省における筆談で

の供述については間違いがあることから、福州で訊問し吏正(訂正)した

内容を部(礼部・戸部)に清冊を作り報告する外、上奏する。牌照(船手

形)は携帯していない。 35

34 ~日省録J 憲宗丙午年く 1846>6 月 14 日、 16 13， 18日

35 ~歴代宝案』校訂本 13 冊、 pp.350・351
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宝安波連は朝鮮への漂着については中国側に報告していない。なお、江蘇省

からの自力団航について、署理江蘇巡撫漕運総督程詰采の奏摺(道光 26年 11

月21日)によると、道光6年の鎮洋に漂着した日本船と道光25年の上海に漂

着した朝鮮国の自力回航を前例としたとしづ。 36

12. 寛仲地等6人(那覇府人)の事例(戚豊 10年<1860>、

陸路護送)

寛仲地等6人は、戚豊 10年 (1860)年6月に朝鮮国全羅道済州に漂着し、

その後陸路で福州に護送され接貢船で帰国している。

『同文奨考』によると、琉球国中山王府所属那覇府人、寛仲地・江比嘉・召

奥座・喜仲村集・長石嶺・常宮里ら 6人は、戚豊 10(1860)年 3月 7日に那

覇を出航し、 3月 11日に八重山に到着している。八重山で貢米を積みこみ5月

8日、那覇に向けて出航後、5月 14日、東南の大風に遭い挽舵を損壊して漂流、

6月 13日に全羅道大静県(済州島内)に漂着している。現地では兼任大静県監

慎性欽・訳学白俊世・倭学洪得周・通事李悌孝・金取完らにより問情(訊問)

が行われ、船が損壊していたことから、陸路による中国を経ての送還を請い、

船は彼らの願いにより焼却し、衣糧を給与され、節使一行に託されて送還され

ている。 37

朝鮮からの護送と中国における撫他護送について、盛京将軍玉明等は奏摺(戚

豊 10年 12月 16日)で、以下のように記している。

朝鮮国王の容文を受けた 12月6日の鳳風減城守尉佐領の徳雲からの呈文

(報告)は以下の通り。本年 6月 13日の全羅道からの報告では、琉球国

人寛仲地ら 6人が漂着し、寛仲地との筆談によると、彼らは那覇府人で 3

月7日に八重山で貢米を積み、 5月8日に那覇に向けて出航し、途中 14日

に洋上で大風に遭い、船は損壊し朝鮮国に漂着し、救助され陸路での帰国

を願っているとしづ。 6名が鳳風城に至り、寛仲地との筆談による漂着撫

鉛 Wl育代琉球史料提編宮中梢珠此奏摺(下)~、 p181
37 W同文葉考』・原続、漂民上国人、 50・51丁

-17-



他の経緯は朝鮮からの杏文の内容とほぼ同様で、陸路で福州lこ行き、そこ

から船での帰国を望んでいる。成豊元年に漂着し福州へ陸路護送した沙大

光等 18名の事例があることから、今回の寛仲地ら 6人についても、同様

に官吏に託して護送することにする。現在処理中であるが、承徳県からの

報告によると、江比嘉が 12月12日に病故したとしサ。現地での埋葬をす

でに指示し、残りの 5人については、沿途の地方官に皇上の柔遠の思し召

しに添うよう適切に撫他護送を行うよう命じると共に、また礼部に報告し、

沿途の総督巡撫にも撫他護送について杏文で通知することにする。 38

寛仲地等の漂着の経緯及び福建への護送・送還について、署福建巡撫の腐恩

官の奏招(同治元年3月28日)には以下のように記されている。

寛仲地ら 6人は、成豊 10年 3月 7日に八重山で貢米を積み込んだ後、 4

月29日に出航し、 5月 10日に洋上で暴風に遭い、米を海中に投棄して 14

日に朝鮮国揚州山地方に漂着している。船は浅瀬に衝突し損壊したため、

小船に乗り 15日に上陸し、19日に人民に引き連れられ地方官街門に至り、

食事や宿泊する公所をあてがわれた。原船は損漏し修理に堪えられないこ

とから焼却処分し、衣類・棉・機・継が賞給されている。 11月27日に鳳

風城に至り、車網を給発し 12月6日に奉天府に往き皮襖各一件を賞給し

ている。 12日に舵工の比嘉が病故したことから、現地で埋葬し、 19日に

奉天府を出発し山東省消南泰安一帯から江南省境においては陸路の護送

が困難であったことから、水路で漸江鎮海豚に至り、そこからさらに配船

して、 7月 10日に福州海口に至り、 13日に柔遠駅に安頓している。柔遠

!択に到着した日から毎日米 1升・塩菜銀6鹿を与え、帰国の際には行栂一

ヶ月を給発する。撫1血経費は存公銀で処理し、接貴船に附搭して帰国させ

ることとする。すでに朝鮮固と奉天府で衣服等の撫他品が賞給されている

ことから、福建省、では加賞をおこなわない。なお、盛京における筆談での

38 Wr~f代中琉関係柏案選編』、 p.l020
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人名や供述については間違いがあることから、福什|で訊問し更正(訂正)

した内容を戸部・礼部・盛京将軍に通知する外、上奏して報告する。 39

むすびにかえて

消代、首里王府は薩摩侵略後の薩摩の実質的な支配を中国や朝鮮に隠す隠蔽

政策を実施しており、中国や朝鮮に対しては践摩侵略後、薩摩に害IJ議していた

奄美諸島についても琉球属領だとしていたことは周知のとおりである。清代の

朝鮮史料に現れる琉球人漂着の報告は、乾隆 55(1790)年 7月に全羅道興陽

県に漂着した沖永良部島の伊名川等 (7人)の事例で始まる。伊名川等は乾隆

55年6月 17日に白米・粟・小立・大豆・木綿・大麦・小麦等 100石を積載し、

山原に向かい途中漂流して、7月6日に全線道興陽県に漂着している。その後、

彼らは自力回航し、これが清代の自力回航のl晴矢となり、この事例での自力回

航が後年の先例となった。自力回航後、無事に帰国できたかどうかは不明であ

る。伊名川等の漂流事例は中国を経由していないことから、本論文での研究対

象とはしない。本稿で対象とするのは、中国側史料でその撫他事例が確認でき

る上記の 12事例である。

消代、中国を経由したそうした漂着事例については、まず朝鮮に漂着し、そ

の後自力回航による出航後、中国に再漂着し福州経由で帰国した事例(①③④

③の事例)、朝鮮に漂着し陸路護送され福州経由で帰国した事例(②⑥⑦⑤⑩⑫

の事例)、朝鮮に漂着し、自力回航後中国に襟着し、その後さらに中国に再漂着

した事例(⑪の事例)、そして中国に漂着した後、帰途朝鮮に再漂着し自力回航

した事例(⑤の事例)を確認することができる。なお、朝鮮に漂着し、その後

自力団航による出航後、中国に再漂着し福州、|経由で帰国した事例については、

中国に再漂着後、原船で福州から帰国した事例(①の事例)と、船が損壊して

変売(売却)し福州から他船に機乗して帰国した事例(③④③の事例)に区別

できょう。

39 W消代中琉関係枯案選編』、 pp.1026・1027

-19-



福州を経由して帰国する陸路護送については、明代においても、嘉嫡9(1530)

に済州島に漂着した琉球人豊加那・阿加豆等 7人の事例を確認することができ

るが、自力団航については明確な事例は史料では確認できない。明代において

も、そうした自力回航の事例が存在したことは想定できるが、自力団航につい

て、明確な史料の存在を確認できるのは、上記の沖永良部品の伊名川等の事例

が初出である。清代は、嘉慶 11年 (1807年)10月に福建省福寧府に漂着し、

その後自力回航して朝鮮国へ再漂着、さらに自力回航後、壱岐に漂着し原船で

帰国した佐久間親方(翁世;瞳)の事例以外は、全て自力回航した漂着者が中国

に再襟着している。佐久間親方の事例は自力団航の方法を知っている特殊な事

例で、実は朝鮮からの自力団航者のほとんどが中国を経由して帰国している。

帰国の海路を知らない襟着者にとって自力回航による航海は大きな危険をとも

なう。中国への再漂着は暴風などによる漂着ではなく、これらは全て故意に中

国に向かい擬似漂着した可能性が高い。嘉慶 1年丙辰 (1796)八重山から沖縄

本島への帰途、漂流して中国に漂着し、原船での帰途朝鮮に襟着した佐久川等

21人の事例では、朝鮮から自力回航し、中国江蘇省に再漂着した際の様子を『中

山世譜』では、「在彼地(朝鮮)開洋、転到江南省Jと記している。ここでは意

識的に中国に向かったものと捉えていいだろう。また、漂着事例の中に、中国

に再漂着した際に朝鮮への漂着を報告しなかった事例が存在するのも、そうし

た疑似漂着を隠す方策だったと考えられる。

清代、陸路福州を経由して帰国する事例は、乾隆59年(1794年)年7月に

朝鮮国全羅道済州に漂着し、その後陸路で福州に護送された米梢兼小段仁也等

11人の事例が初出で、これが後年の陸路護送の先例となっている。そうした事

例は漂着の際に船が損傷し航海不能となったケースがほとんどで、漂着者から

の懇願により実現し、朝鮮が中国に派遣する節使や時窓暦を受け取りに行く使

節「窓暦杏官」に託される事例が確認できる。なお、朝鮮に漂着した琉球人全

員が中国を経由して送還されたわけではなかった。朝鮮に漂着した日本船(薩

摩船)には、琉球人が混在していることもあったのこのような場合には琉球人
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だと確認できても、全て日本経由で送還させていた。 40 福州への陸路護送が

可能になるのは、襟着船の乗船者が全て琉球人で、あった場合のみで、ある。朝鮮

国内で病死者が出た場合は、中国圏内同様、現地での埋葬がおこなわれ、積載

貨物については、陸路護送の際に共に移送したかどうかは史料では確認できな

し、。

さて、中国における撫他であるが、上述したように中国の沿岸に漂着した琉

球人漂着民はすべて福州に護送され、漂着船が航海不能或いは船の規模が小さ

く航海が危険だと判断された場合は、現地で変売もしくは焼却された。航海が

可能の場合でも原則として漂流地から直接帰帆することは許されず、船隻は一

旦漂着民と共に福州に護送され、福州|から帰国していた。しかし、道光 26年8

月 26日に江蘇省阜寧県に漂着した宝安波連は江蘇省から自力回航している。

これは、道光 6年の鎮洋に漂着した日本船と道光 25年の上海に漂着した朝鮮

国の自力回航を前例としたというが、こうした措置はきわめて異例で、漂着船

のほとんどが航海可能な場合も福州に移送され、福州から出航していた。帰国

の際には漂着者は海路を知らないことから、『歴代宝案』や中国側の梢案史料で

は、襟着船を引導するため、進貢船や接貢船から水梢 2人が選出され、彼が案

内役を担っていたことが記されている。佐久川等21人(泊村人)の事例(嘉慶

元年く1796年>)からも知れるように水梢とされた者の 1人は、実は勤学(留

学生)で通事として乗船していた。朝鮮では陸路護送の際、船はほとんどが焼

却処分されていたが、中国ではこの嘉慶 1年 (1796年)の中国に二次漂着した

際の佐久川等 21人(泊村人)の事例のように変売され代金が支払われること

も少なくなかった。

朝鮮から陸路の護送については、鳳風城城守尉から盛京将軍に報告がなされ、

皇帝への漂流や撫他・護送の経緯lこついて上奏がなされている。鳳恩減で漂着

者の供述調書がとられているが、言葉が通じず筆談によるもので、内容に間違

いが多く、漂着者が福州到着後琉球語を解する阿口通事による訳訊(事情聴取)

がおこなわれる中、更1E(訂正)がなされるケースが多かった。護送に当たっ

40李稿『朝鮮王朝時代後期漂民の送還を通してみた朝鮮・琉球関係J<W歴代宝案研究』

第8号、 1997年)、 p.20
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ては役人に託しての福州までの護送と、北京に滞在中の琉球使節に引き渡すケ

ースが確認できる。また盛京将軍は通過する各省の総督・巡撫に杏文で撫他及

び護送について通知し、各省における撫他に関わる経費は全て公費の存公銀で

賄われていた。公費の支出による無償撫他は朝鮮も同様であった。陸路護送に

よる福州からの帰国は原船がないことから、進貢船や接貢船・護送船或いは他

の航海可能な漂着船に搭乗させる措置がとられている。 1687年に安南に漂着

した朝鮮人たちは帰国したいという希望を安南政府に何回も要請し拒絶され、

その後許可されたが、朝鮮と安南には公的な交流がなかったため、安南は朝鮮

人を帰国させる際、中国経由の迂回ルートを斡旋しており、送還費用も有償で

あったという。 .0 送還に関しては、朝鮮同様、属国との通交関係のある中国と

の関係を重視している点、そして同じ属国でも、安南に関しては有償であった

点に着目したい。また、王府からの薩摩へ派遣された使者で‘あった佐久間親方

(<翁世燥>首里府人)等 78人の事例(嘉慶 11年<1807年>)で、佐久間

親方が中国や朝鮮における訊問において、首里府の巡見官で史官やその娘伴及

び水手等 78名を引き連れ、各島の巡視の途中漂流したという口実からも知れ

るように、漂着時に臨摩や幕府との関係が暴露しないよう徹底した隠蔽策を講

じていたことも知れる。王府は、倭語で書かれた船手形(牌照)から隠蔽が発

覚しないよう、漂着者に上臨時には船手形を焼却するよう命じていたが、上奏

文の中で、深若者が牌照を持っていないことを報告しているのは、そうした漂着

者が隠蔽に徹していたことを意味している。 42

1育代、琉球人の朝鮮漂着については、朝鮮に漂着した琉球人襟着者の陸路護

送のみならず、漂着船の朝鮮からの自力回航についても、全体的に中国を経由

しての帰国を漂着者らが選択していたことを帰国方法の特質として示すことが

できょう。明代には潔着送還の経緯について、杏文等で朝鮮側から通知される

ことがあったが、消代においては、朝鮮と琉球は国交や通交がなく、そうした

経緯が朝鮮側から報告されることはなかった。首里王府は、襟着者の護送や撫

-11前掲李蕪「朝鮮王朝時代後期標民の送還を過してみた朝鮮・琉球関係J、p.26
42赤揃守 rii守代の琉球漂流民送還体制について 一乾隆二十五年の山陽西表船の漂着事

例を中心lこJ(W東洋史研究』第58巻第3号、 1999年)、 P.88
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仙・送還を知らせる中国の福建等処承宣布政使司からの杏文や帰国後の漂着者

からの報告で、その実態を把握していた。

付記:本稿は、文部科学省概算要求事業『自律型島興地域社会の創生に向けた

く島岐l地域科学〉の体系化J (琉球大学国際沖純研究所・法文学部)の研究成

果の一部である。
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